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UMLによるディオンティックコンセプトに基づいた ODPエンタ

ープライズ言語の表現 
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ODP(Open Distributed Processing)エンタープライズ言語は、仕様記述をすべきシステムの目的やポリシーを記述するた

めに用いられるものである.また、ODP エンタープライズ言語はシステムが動作する環境に付随する制約を記述する
ものである.エンタープライズ仕様は、システムの技術的な詳細というよりも概念レベルでの記述を行うものであるた
め、詳細な仕様技術というよりもステムの責務や規約に着目するものである.最新のエンタープライズ言語は、責務や

他のディオンティックコンセプトを表すことができるように改訂し、ISO/IEC 19793として発行された.本稿では、デ
ィオンティックトークンを用いたエンタープライズ言語の基本的な概念を示すと共に、実際にディオンティックトー
クンを用いた仕様記述へ適用実例を紹介する. 
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1. はじめに   

 近年、情報システムの量及び重要性が増してきており、

完全なシステム仕様を記述する方法が重要となり、特に、

仕様の正しさを検証、正しくない仕様をチェックする必要

性が増してきている.したがって、より完全なシステム仕様

を与えることにより、ビジネス要件を正しく反映した IT

ソリューションを構築するようにすることが重視されてき

ている. 

システム仕様を記述するために  Reference Model for 

Open Distributed Processing (以下 RM-ODP)が ISO標準と

して開発されている.これは、エンタープライズ アーキテ

クチャの１種であり、各ステークホルダーの観点に基づい

てシステムの仕様を記述するものである.特に、RM-ODP

では、エンタープライズビューポイント、インフォメーシ

ョンビューポイント、コンピューテーショナルビューポイ

ント、エンジニアリングビューポイント、テクノロジービ

ューポイントから構成され、ビューポイント毎に仕様を記

述するものである.これにより”関心事の分離”を図るもので

ある.これは国際標準として、ISO/IEC 15414及びその UML

表現を規定した ISO 19793 が開発された.しかしながら、

旧来の RM-ODP は、単にシステムの動作、非機能に着目

して記述しただけのものであった.しかしながら、SOA や

クラウドの出現により、利用者の役割にフォーカスを移し

た、より完全なシステム仕様を与えることの重要性が増し

てきた. 

そのために、利用者の役割を明示し、それによりシステム

との相互作用によるシステム仕様記述法方が必要とされて

きている.[1,2].これは、ディオンティックコンセプト[3]と

呼ばれる考えに基づきモデル化するものである.例えば、デ

ィオンティックコンセプトの具体的な例としては、責務

(Obligation),許可(Permission), 禁止(Prohibition)としてシ

ステムに与える要件を形式化して記述するものである. 

エンタープライズ言語は Reference Model for Open 

Distributed Processing(RM-ODP)で最初に導入され、ODP

システム仕様のキーパートを構成する.システムの目的、方

針、環境上の制約を別々のビューポイントに分離すること

によって、ビジネスを把握することが容易になる.そのよう

にすることにより、新しいシステムの詳細設計及び既存シ

ステムの開発を把握するための重要な基盤となる.しかし

ながら、システムが何をすべきかにフォーカスすることは、

ディオンティックロジックを扱うことになる.ディオンテ

ィックロジックは基準や予想を扱うことができるようにす

る.もしくは仕様化された動作を実行するための obligation,

そのような動作を実行するための permission 及び動作の

prohibition である.したがって、仕様上で様々なオブジェク

トに関連した obligation, permission, prohibition を扱うこ

とができるようにし、さらにこれらがどのように処理され

るかを表すことができなくてはならない.において、このよ

うな体系がトークンオブジェクトによっておのおののディ

オンティックアサーションを表現することに 
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よって実現できるかを示した.これらのオブジェクトは関

与するドメインによって保持され、それらが保持している

状況には動作をコントロールする.ディオンティック制約

の仕様記述を導入することによるこの問題の扱いについて

は、のエンタープライズ言語を構築する方針として最初に

示唆され、ISO 標準となっている.エンタープライズ言語は

抽象概念のフレームワークを提供するが、実際の仕様記述

は具体的な表記法で表現される必要がある.ODP において

は、１つのそのような表現は ISO/IEC19793 の”Use of UML 

for ODP System Specification”で定義されている. 

本稿では、システム技術が UML を用いてこれらのコンセ

プトを表現できるようにした成果について述べる. 

 

２．エンタープライズ言語 

ODP エンタープライズ言語は、仕様記述するシステムに適

用する目的と方針に記述するために用いられた.それは、シ

ステムが用いられる環境に関与する制約も捕捉する .エン

タープライズ仕様はシステムの技術的詳細というよりビジ

ネス上の課題に関与するものであるので、システムの責務

や規定に重点をおくものであり、必要とされる機能の詳細

には重点はおいていない. 

エンタープライズ言語は関与する関係者及びそれらの予期

される動作を表現する.エンタープライズ言語の主要なも

のは、Community の概念である.これは、１つの目的を達

するために協調して作用する複数のプレヤーを表す抽象オ

ブジェクトである.Community はそれらのタイプを使って

表され、参加する community ロールを使って表される動作

を表現する契約である .これらのロールは特定の

community において、定義された動作に適合するように規

定された enterprise object によって満足される. 

エンタープライズ言語は、accountability と responsibility 

 

 

を表す概念を含んで、システム動作のベースが

accountability に遡れるようにする.そのようにすることは

ビジネスとテクニカルのギャップを橋渡しする.このよう

な仕様の書き方の背景や言語の形態の動機は、詳細が述べ

られている. 

 実用的にするためには、このような抽象言語は容易に使

用できる具体的概念によってサポートされていなくてはな

らない. 

UML4ODP は OPDビューポイント言語の表現が、UML に

馴染んでいるアーキテクトやデサイナーに容易に使用でき

るように定義されている.UML4ODP はサポートされてい

て、ODP、UML のシステム設計者が仕様を書いたり、検

証したら、プロトタイプすることができるようになってい

る. 

 

3．モデリングアプローチ 

RM-ODP はビューポイントを用いて複雑なシステム仕様

を複数の独立な関心事の分離をするものである.これらの

ビューポイントは、ビューポイント間の要素や言語の対応

関係を確立することによって、個々に完結した仕様を構成

している.対応関係は、あるビューポイントの特定の名前が

別のビューポイントの異なる名前によって参照されている

ものを表すこともある.対応関係はタイプレベルまたはビ

ューポイント固有言語間もしくは表記間で確立される. 

これらのビューポイントを確立させる目的は、異なるステ

ークホルダーがシステムを設計／構築を可能な限り独立に

することができるようにすることである.あるステークホ

ルダーに関係する設計は、対応関係がビューポイント間で

確立しているので、他のステークホルダーに対しても重要

になる.この対応関係は、異なるビューポイントが相互に補

完しあうようにするものである. 

ディオンティックプロパティを表すモデルとビジネスプロ 

図 1 コミュニティー 
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セスを表すモデル間の関係は異なる.ディオンティクによ

る制約は一般に基本的なプロセスであり、してはならない

こととなすべきことを区別する.このことは、表している動

作は、リッチで複雑ことを表すが、異常／禁止／例外を正

常系から区別する付加的な可能性がある.反対に、明確に表

されていないどんなものでも禁止されると理解される許容

される動作の表現である.スコープ内の仕様の複雑性を保

つために、一般的なルールは一般的に特定の例外を識別す

ることが好まれる.タイプレベルでの少数の制約は、多くの

詳細の表現より、付加的な複雑性は少なくなる.結果として、

アスペクト志向プログラミングで見出せるようなものに類

似している基本的動作を装飾するメカニズムが必要とされ

る.広範なインターラクションのタイプがパターンへのマ

ッチングとして認識されるところに適用できる一般ルール

として、ディオンティックコンセプトの制約を表現する.

基本的もしくは拡張されたモデリングに対して異なるＵＭ

Ｌ図を使うことによって、この区別をつける. 

 

４．売買システムのシナリオ 

 これに適合するためのタイプの例として、簡単な取引に 

 

関するシナリオを考えてみる.４つのロールが存在する最 

小限のコミュニティーを考える.図１.これらは、３つのア

クティブな参加者を表すロールである.それは、顧客、製造

者、下請け業者及び商品取引をする役割である.このコミュ

ニティーは、発注、確認書、商品アイテム、許可と義務を

表すトークンのような取引上のドキュメントからなる. 

顧客の発注で始まり、商品の支払いで終了する主要な動作

を考えてみる.図２ 

顧客は、製造者に発注し、その製造元は下請けに発注の実

行を委譲するか決定する.下請けされる時には、下請け業者

は商品を用意し、発送する.発送する時点において、下請け

業者は製造元に発送することを通知する.顧客は、商品を受

け取ったら、製造者に支払いを行う.UML4ODP を使って表

される図では、プロセスは別々のインターラクションに分

解される.付加的に記述されるディオンティックコンセプ

トは、そのインターラクションに結び付けられた一連のル

ールとして表現されるので、インターラクションが重要視

される.それゆに、各インターラクションは水平の区画とし

て、インターラクションの名前がラベルが付けられる. 

これらのインターラクションは、異なる図をして描かれる. 

図２ アクティビティ図 
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アクターや成果物としてのインターラクションロールを明

確にする.たとえば、図３は PlaceOrder インターラクショ

ンを表し、２つの役割(顧客と製造元)と１つの成果物（購

入のための発注）とこの成果物の役割(enterprise object)を

満足するオブジェクトを持っている.ODP のインンターラ

クションは UML4ODP で２つの方法で表すことができる.

１つはインターラクションに関与する主要なロールを持つ

UML のクラス図と、もう一つはそれらの間の関係である.

これらの図は UML4ODP で定義されたものであり、普通の

UML の要素間のメッセージフローを表す Interaction 

Diagram と混同しないようにする.（たとえば、シーケンス

図とかコミュニケーション図） 

 

５．ディオンティックトークンの導入 

ディオンティックトークンとそれらがどのように操作され

るかを表現するため、エンタープライズ言語は幾種類のエ

ンタープライズオブジェクトを使って表される.もし、アク

ティブなエンタープライズオブジェクト（つまり、動作を

持っている）が、関係つくディオンティクトークンを持っ

ているならば、対応するディオンティック制約は、そのオ

ブジェクトの動作に適用される.ディオンティックトーク

ン、それ自身はアクティブなエンタープライズオブジェク

トではなく、アクションロールを取ることによって、イン

ターラクションに直接関与しない.各々のディオンティ 

 

ックトークンは唯一のアクティブなエンタープライズオブ

ジェクトに関連付けられる. 

エンタープライズ言語は３種類のタイプのディオンティッ

クトークンを持つ.burden は結び付けられているオブジェ

クトの”obligation”責務を表す.permit は結びつけられてい

るオブジェクトが保持する”permission”を表す.embargo は

結び付けられているオブジェクトの prohibition を示す. 

これらのオブジェクトを UML で表すために、UML のクラ

スを拡張するステレオタイプを定義する方法をとる.それ

ぞれに対してアイコンを割り付ける. 

重要な問題は、トークンの動態をどう表現するかというこ

とである.UML は、システムの動作的側面の詳細仕様を表

現するのにあまり適していない.そこで、最もシンプルなア

プローチを取ることにする.さらに、プロセスに含まれるト

ークン（アクティビティ図によって表される）はアクショ

ンや成果物に比べて非常に高い.すべてのアクションに対

して、多くの permit, obligation の結果を記述することがで

きるようになる.これらは、通常、オブジェクト間で転送さ

れる成果物と一緒に渡される.このすべての情報をアクテ

ィビティ図に付加することは、（図２に示すように）ディオ

ンティックの情報を書くと、読みづらくごたごたしたもの

になる. 

これを解決するために採られた方法は簡単になるようにこ

れらの情報を記述することである.ディオンティックトー 

図３ ディオンティックトークンを用いたインターラクション図 
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クンの動態を記述するための適したところは、インターラ

クション図である.インターラクション図は、プロセス全体

の特定のビューを提供し、インターラクションのアクター

に焦点をあて、ディオンティックトークンの適切なコンテ

キストを提供する.これは、”関心事の分離“の仕様の明確

な例であり、UML が認める複数のビューを使う. 

図４は PlaceOrder インターラクションがそれに関与する

ディオンティックトークンを伴ってどのように表現される

かを示している.その動作は、インターラクションに結びつ

いている occur()オペレーションの pre,post コンディショ

ンの形式で記述される.このオペレーションは、コミュニテ

ィー動作のインターラクションオカレンスと共に、静的で

テンプレート風のイターラクションのビューに結び付けら

れる.図４において、顧客は製造元が商品を配送するための

アクセス権を取得できるようにする配送の許可を提供して

いる.これは、アクションが起きた時に、製造元へ転送され

る.同時に製造元において商品を配送する obligationが生成

される.この例をとおして、PO は適切なトークンを識別す

るためのプライマリーキーとして使われる. 

さらに、興味深いインターラクション DelegatePO は、図

５に示す.製造元は下請け業者にこの発注に対する実行を

委譲することを仮定する.これは DelegatePOインターラ 

 

 

クションによって行われるものである.このインターラク

ションは、下請け業者に“配送”permit と”配送“burden

を転送する.これは、下請け業者が配送が行われたとき、製

造元と確認する burden を創出する、つまり、配送 burden 

が実行され、支払いが行われることをわかるようにする. 

購買全体に関するほかのインターラクションは同様にして

記述される.結果としての仕様記述は、必要とされるトーク

ンに関するすべての情報を組みこんで、プロセスの中でそ

れらがどのように生成され、委譲され、実行されるかを表

している.そしてそれぞれのインターラクションについて

モジュール化を行い行っている. 

 

６．関連研究 

標準的なディオンティックロジックに基づく多くの方法は、

脆弱で、特定のロールを果たす特定のエージェントに関連

つけることによって制約を局所化することができなかっ

た. 

これらの制約内で、多くの研究は、異なる obligation のカ

テゴリ分を行っており、適切な例を提供した. 

サービス指向の構造に関する研究は、エージェンシーの課

題を述べてきた.典型的な例を提供しているものがある.こ

の研究は、本稿で表した方法の表現力を欠いている.なぜな

ら、ディオンティックコンセプトの制約は、完全に具体化

図４ Delegate Purchas order インターラクション図 
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されておらず、実際に使用している開発者に馴染みのある

表記による仕様を表現するのを非常に困難にしているから

である.反対に、ここでは UML4ODP によりエンタープラ

イズコンセプトを UML 標準にマッピングさせている. 

ここで用いられた方法に類似したものとしては STIT(“see 

to it that”)ロジックという Belnap の研究があり、obligation

のモデリングの関連した研究がある.これは、完全な基礎と

はならないが、本稿の研究の基礎となった.本稿ではオブジ

ェクトベースの方法を採り、詳細レベルでの類似性はあま

りない. 

いくつかの研究は、特に制約を形式化する時に、ディオン

ティックコンセプトを表現に UML を用いている.たとえば、

[1,2]では、Alam らは UML で表される文法を持つ述語表現

を用いて信頼性のあるポリシーを表す方法を示してい

る.[15]においては、著者は、UML アクティビティ図を用い

て Trust Managementシナリオの negotiationの側面を表現

した.しかしながら、この研究は述語の具体化がされておら

ず、割当／委譲の表現がされていない.この割当／委譲は本

稿での主要な先進性である.ここで、オブジェクトとしてデ

ィオンティックコンセプトを具体化する方法を構築した

[10].これは、ＵＭＬによりディオンティックトークンを表

現する課題をうまく解決した.このような表現をしたので、

このようなオブジェクトの動作仕様は UML/OCL のシンプ

ルなアプローチの１つを用い、特に新たな方法を開発する

必要はない. 

 

７．結論＆課題 

本稿では、ディオンティック制約及び UML4ODP による表

現の具体化に基づく UML によるエンタープライズ仕様の

表現の方法について概略を紹介した.この規格は、現在、最

終審議が完了し国際規格として承認が終了している .この

方法は、実際に適用するためにはさらなる改善と別の事例

に適用して検証する必要がある.別の研究機関や産業界か

らのフィードバックを得ることは必要である.また、このよ

うに投稿するのは、このような理由である.計画どおりに進

むと、この研究の成果は２，３年のうちに発行され、これ

を実装するツールも２、３年のうちに提供されるはずであ

る. 

UML4ODPによるシステム仕様記述に関するほかの研究も

ある.たとえば、この仕様記述はモジュールベースの仕様記

述であるが、異なるモジュール化された部分的な仕様（ビ

ュー）を一貫性のある統一化されたシステム仕様としてマ

ージできるようなツールが必要とされる.２番目に、この方

法は、システム仕様のデッドロック、不整合の状態、予期

せぬ条件（たとえば、ポリシー違反等）の自動分析を目指

したものである.このようなツールの開発は重要である.最

後に、複数の表現によって対応可能な１つの抽象化仕様と

なるように共通化されることが必要である.エンタープラ

イズ言語は、複数の形式を使って１つの仕様を表すことを

図ってきた.BPMN 等の他の言語でも表すことが可能であ

ることを示すことが必要である. 
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